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ス
ハ
ル
ト
体
制
が
崩
壊
し
て
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
に
な
る
。
こ
の
間
、

一
九
九
九
年
と
二
〇
〇
四
年
に
総
選
挙
、
大
統
領
選
挙
が
行
わ
れ
、
大
統

領
も
ハ
ビ
ビ
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ラ
フ
マ
ン
・
ワ
ヒ
ッ
ド
、
メ
ガ
ワ
テ
ィ
・
ス

カ
ル
ノ
プ
ト
ゥ
リ
、
ス
シ
ロ
・
バ
ン
バ
ン
・
ユ
ド
ヨ
ノ
と
交
代
し
た
。
政

治
体
制
も
中
央
集
権
的
権
威
主
義
体
制
か
ら
地
方
分
権
的
民
主
主
義
体
制

に
移
行
し
た
。
経
済
危
機
克
服
を
課
題
に
、
中
央
銀
行
の
独
立
、
財
務
省

の
権
限
拡
大
、
国
家
開
発
企
画
庁
の
凋
落
に
見
る
通
り
、
経
済
体
制
に
も

大
き
な
変
化
が
お
こ
っ
た
。

　

い
ま
と
な
っ
て
み
れ
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
こ
の
一
〇
年
、
か
つ
て
多

く
の
人
た
ち
が
予
想
し
た
以
上
に
、
危
機
を
う
ま
く
克
服
し
、
体
制
の
移

行
に
成
功
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
化
」
は
杞
憂
に
終
わ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
史
上
は
じ
め
て
、
パ
プ
ア

の
小
規
模
な
分
離
独
立
運
動
を
別
と
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ど
こ
に
も

分
離
独
立
運
動
、
反
乱
の
な
い
平
和
の
時
代
が
到
来
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
化
」
も
杞
憂
に
終
わ
っ
た
。
た
し
か
に
経
済
成
長
率

は
ス
ハ
ル
ト
時
代
の
七
～
八
％
か
ら
五
～
六
％
に
低
下
し
、
社
会
危
機
は

徐
々
に
深
刻
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
方
分
権
的
民
主
主
義
体
制
は
そ

れ
な
り
に
定
着
し
、
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
た
大
統
領
、
州
知
事
、
県
知
事
、

市
長
の
下
、
中
央
で
も
地
方
で
も
、
多
く
の
問
題
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
新

し
い
政
治
的
意
思
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
で
き
つ
つ
あ
る
。
国
軍
の
ク
ー

デ
タ
も
杞
憂
に
終
わ
っ
た
。
国
軍
が
「
兵
営
に
戻
っ
た
」
と
は
言
わ
な
い
。

し
か
し
、
国
軍
は
そ
の
政
治
的
役
割
を
再
定
義
し
、
軍
人
、
官
僚
、
テ
ク

ノ
ク
ラ
ッ
ト
と
な
ら
ん
で
、
議
会
と
政
党
と
政
党
政
治
家
、
そ
し
て
か
れ

ら
に
資
金
を
提
供
す
る
実
業
家
、
さ
ら
に
は
地
下
経
済
の
実
力
者
が
大
き

な
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

で
は
こ
の
一
〇
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
経
済
的
変
容
を
ど
う
評
価

す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ
る
。
そ
の
一
つ

の
や
り
方
は
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
間
の
権
限
分
配
、
資
源
分
配
の

問
題
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
問
題
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
間
に
お
け
る

権
限
分
配
、
資
源
分
配
の
問
題
）、
宗
教
の
問
題
（
特
に
イ
ス
ラ
ム
の
政

治
的
地
位
を
め
ぐ
る
敬
虔
な
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
、
統
計
上
の
イ
ス
ラ
ム
教

徒
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
仏
教
徒
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
な
ど
と
の
対
立
の
問
題
）、
階
級
格
差
・
階
級
対
立
の
問
題
（
特
に
、

毎
年
二
五
〇
万
に
達
す
る
と
い
う
新
規
労
働
市
場
参
入
者
に
い
か
に
雇
用

を
創
出
し
、
い
か
に
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
を
提
供
す
る
か
の
問
題
）、

こ
う
い
っ
た
問
題
が
現
在
の
地
方
分
権
的
民
主
主
義
体
制
の
下
で
ど
の
よ

う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
ス
ハ
ル
ト
の
中
央
集
権
的
権
威
主
義

体
制
の
時
代
と
の
比
較
で
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊

か
ら
一
〇
年
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
も
そ
ろ
そ
ろ
、
そ
う
い
う
評
価
の
時
期

に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
号
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
特
集
が
そ
の
一
つ
の
き
っ

か
け
に
な
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
た
い
。

 

　
　
（
し
ら
い
し　

た
か
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
所
長
）
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イ
ン
ド
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シ
ア
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変
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を
ど
う
評
価
す
る
か


